
風水害等対策編 
第1章第1節 

「計画作成の要旨」 

- 1 - 

第１章 総 則 

 

第１節 計画作成の要旨 

 

１ 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下、「基本法」という。）第42条の規定に基づ

き策定された「十日町市地域防災計画」の「風水害等対策編」として、十日町市防災会議が作成する計画

であり、市、県及び本計画に定める指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災組織の

総力を結集して、十日町市の地域における災害から住民の生命、身体及び財産を保護するとともに、被害

を軽減し、もって社会秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。 

 
２ 計画の性格及び構成 

この計画は、基本法第42条の規定に基づき十日町市防災会議が策定する十日町市地域防災計画のうち、

次に掲げる風水害等に関する計画であり、当市地域における風水害等の対策に関し、総合的かつ基本的な

性格を有するものである。 

(1) 風水害（暴風、洪水、地すべり、土石流、がけ崩れ等による災害） 

(2) 雪害 

(3) 林野火災 

(4) 鉄道事故災害 

(5) 道路事故災害 

(6) 危険物等事故災害 

なお、十日町市地域防災計画は、「風水害等対策編」、「震災対策編」及び「原子力災害対策編」で構成

する。 

 

３ 他の計画及び他の法令等に基づく計画との関係 

(1) 新潟県地域防災計画（風水害・雪害対策編）との関係 

この計画は、新潟県地域防災計画（風水害対策編）との整合性を有するものとする。 

 

(2) 十日町地域広域事務組合消防計画（風水害対策編）との関係 

この計画は、十日町地域広域事務組合消防計画（以下、「消防計画」という。）（風水害対策編）との

整合性を有するものとする。 

 

(3) 他の法令等に基づく計画との関係 

この計画は、国土強靱化基本法や水防法（昭和24年法律第193号）に基づく十日町市水防計画との整

合性を有するものとする。 

 

４ 計画の修正 

この計画は、基本法第42条の規定に基づき毎年検討を加え、必要に応じ、これを修正する。 

したがって、各防災関係機関は、毎年防災会議が指定する期日（緊急を要するものについてはその都度）

までに、必要に応じて修正案を防災会議に提出するものとする。 

 

５ 計画の習熟等 

各防災関係機関は、平素から訓練その他の方法により、この計画の習熟及び周知に努めるとともに、こ

の計画に基づき具体的な災害の予防対策、応急対策及び復旧・復興対策の推進体制を整える。 
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６ 複合災害への配慮 

(1) 複合災害への備えの充実 

市、県及び防災関係機関（以下、「防災関係機関等」という。）は、複合災害の発生可能性を認識し、

防災計画等を見直し、備えを充実する。 

 

(2) 要員・資機材投入の対応計画の整備 

防災関係機関等は、災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸念される場合

には、先発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性がある

ことに留意しつつ、要員・資機材の投入判断を行うよう対応計画にあらかじめ定めるとともに、外部

からの支援を早期に要請することも定めておく。 

 

(3) 複合災害を想定した訓練 

防災関係機関等は、様々な複合災害を想定した机上訓練を行い、結果を踏まえて災害ごとの対応計

画の見直しに努める。さらに、地域特性に応じて発生可能性が高い複合災害を想定し、要員の参集、

合同の災害対策本部の立ち上げ等の実働訓練の実施に努める。 

 

(4) その他 

本編に定めのない複合災害時の対策は、「震災対策編」の定めることによる。 

 

７ 共通用語 

本計画において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 

(1) 要配慮者 

災害時に必要な情報の把握が困難で、自らの行動等に制約のある高齢者、障がい者、傷病者、妊産

婦、乳幼児、外国人等その他の特に配慮を要する者をいう。（基本法第８条第２項関係） 

 

(2) 避難行動要支援者 

要配慮者のうち、災害発生時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の

確保を図るため特に支援を要する人をいう。（基本法第49条の10関係） 

 

(3) 地区防災計画 

地区居住者等が共同して行う防災活動に関する計画であり、市が活動の中心となる十日町市地域防

災計画とコミュニティが中心となる地区防災計画とが相まって地域における防災力の向上を図ろうと

するもの。（法第42 条第３項及び第42 条の２関係） 

 

(4) 地域自治組織 

「地域の身近な課題は、地域住民の自らの判断と責任で、自主的・自立的に解決を図る」という地

域自治の考え方に基づき、地域振興につながる事業を実施する任意の組織。 

 

(5) 自主防災組織 

住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。（基本法第２条の２） 

 

(6) 避難所 

避難のための立退きを行った居住者等を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確

保することが困難な被災した住民その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。 

 

(7) 指定避難所 

避難所のうち市が指定したもの。（法第49条の７及び第49条の８関係） 
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(8) 避難場所 

災害の危険が切迫した場合における住民等の安全な避難先を確保する観点から、災害の危険が及ば

ない場所又は施設をいう。 

 

(9) 指定緊急避難場所 

避難場所のうち市が指定したもの。（基本法第49条の４から第49条の６まで及び第49条の８関係） 

 

(10) 罹災証明書 

災害により被災した家屋等について、その被害の程度を証明したもの。（基本法第90条の２関係） 

 

(11) 被災者台帳 

被災者の援護を実施するための基礎とする台帳をいう。（基本法第90条の３関係） 
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第２節 住民等及び防災関係機関等の責務と 

処理すべき事務又は業務の大綱 

 

１ 基本方針 

(1) 住民・地域・行政（防災関係機関）による取組の推進と外部支援・相互協力による補完体制構築 

この計画においては、自然災害に対する施設能力や行政主導の避難対策には限界があることを理解

した上で、住民、地域、行政（防災関係機関）がそれぞれの責任と役割を果たすことを前提に、各主

体の機能又は能力の不足する部分を外部からの支援と相互の連携により補うことにより、災害の予防、

応急対策、復旧・復興のための活動が円滑に実施できるような体制構築を目指す。 

気候変動による豪雨の増加傾向や少子高齢化等による社会環境の変化が顕在化し、風水害が激甚

化・頻発化している状況を踏まえ、たとえ、大規模な豪雨等が発生しても、「ハード（施設・設備

等）・ソフト（情報・知識、意識・行動等）の総合力」で危機的・壊滅的な状況に陥らせない「災害に

強い十日町市」を実現していく。 

ア 住民及び事業所等（以下、「住民等」という。）に求められる役割 

(ｱ) 住民等は、災害又は災害につながるような事象への関心を高め、住民等が主体となって「自らの

命は自らが守る」という意識を持ち行動するよう努める。 

(ｲ) 住民等は、自らの責任において、災害から自身及びその保護すべき者の安全を確保し、自らの社

会的責務を果たすよう努めなければならない。 

(ｳ) 住民等は、地区における防災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、

高齢者等の避難支援体制の構築等自発的な防災活動の推進に努める。必要に応じて、自発的な防

災活動に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案として市の防災会議に提案するなど、

市と連携して防災活動を行う。 

(ｴ) 市及び県は、住民等による自らの安全を確保するための取組の推進について、啓発と環境整備に

努める。 

イ 地域に求められる役割 

(ｱ) 住民等は、災害で困窮した隣人に無関心であってはならず、地域において「自らの地域は自らで

守る」意識を共有するよう努める。 

(ｲ) 住民等は、その居住地域における安全確保のために相互に助け合い、災害の予防・応急対策を共

同で行うよう努める。 

(ｳ) 事業所等は、その立地地域において、住民等の行う防災活動への協力に努める。 

(ｴ) 市及び県は、住民等の共助の推進について、啓発と環境整備に努める。 

ウ 防災関係機関等に求められる役割 

(ｱ) 防災関係機関等は、災害時の住民等の安全確保と被災者の救済・支援を災害発生時に迅速かつ有

効に実施できるよう、次により災害対応能力の維持・向上に努める。 

ａ 専門知識を持った職員の養成・配置と災害時の組織体制の整備 

ｂ 災害時にも機能停止に陥らないための庁舎・設備等の整備 

ｃ 職員の教育・研修・訓練による習熟 

ｄ 市の研修制度の充実、大学の防災に関する講座等との連携等により人材育成を体系的に図る仕

組みを構築 

ｅ ハザードマップによる避難指示等、判断基準等の明確化 

ｆ 災害対応業務のプログラム化、標準化 
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ｇ 緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕組みの平常時からの構築 

ｈ 指定緊急避難場所、指定避難所、備蓄など、防災に関する諸活動の推進にあたっての、公共用

地・国有財産の有効活用 

(ｲ) 防災関係機関等は、平常時から、住民等が主体的かつ適切に避難をはじめとする行動がとれるよ

うに支援の強化・充実を図る。 

(ｳ) 防災関係機関等は、住民等が公の支援を遅滞なく適切に受けられるよう、確実に周知しなければ

ならない。 

(ｴ) 防災関係機関等は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、災害対応経験者をリスト化す

るなど、災害時に活用できる人材を確保し、即応できる体制の整備に努める。また、市、県は、

退職者（自衛隊等の国の機関の退職者も含む。）の活用や、民間の人材の任期付き雇用等の人材確

保方策をあらかじめ整えるよう努める。 

(ｵ) 防災関係機関等は、相互の連携・協力のための体制を整備し、広域的な応援・受援体制の強化・

充実を図る。 

(ｶ) 市、県は、平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、被災者支援の仕組みの

整備等に努める。 

(ｷ) 市は、十日町市地域防災計画に地区防災計画を位置づけるよう市内の一定の地区内の住民及び当

該地区に事業所を有する事業者から提案を受け、必要があると認めるときは、十日町市地域防災

計画に地区防災計画を定める。 

エ 支援と協力による補完体制の整備 

防災関係機関等は、自らの対処能力が不足した場合、国、他の自治体からの支援や、ＮＰＯ、ボ

ランティア、事業所・団体等との連携により十分に対応できるよう、事前の体制整備に努めるとと

もに、連絡先の共有の徹底等の実効性の確保に努める。 

 

(2) 要配慮者への配慮と男女共同参画及び性的少数者の視点に立った対策 

ア 各業務の計画及び実施にあたっては、要配慮者の安全確保対策に十分配慮する。また、在日・訪

日外国人が増加していることから、被災地に生活基盤を持ち、避難生活や生活再建に関する情報を

必要とする在日外国人と、早期帰国等に向けた交通情報を必要とする訪日外国人は行動特性やニー

ズなどが異なることを踏まえ、それぞれに応じた迅速かつ的確な情報伝達の環境整備や円滑な避難

誘導体制の構築に努めるなど、災害発生時に、要配慮者としての外国人にも十分配慮する。本計画

では、第２章及び第３章の関係節において具体的な対応策を示す。 

イ 計画の策定及び実施にあたっては、男女共同参画及び性的少数者の視点から見て妥当なものであ

るよう配慮するものとする。 

 

(3) 感染症対策の観点を取り入れた防災対策 

令和２年における新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制な

ど感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する。 

 

(4) 複合災害への配慮 

積雪期に発生する風水害は、雪崩による河道閉塞に伴う洪水等二次的な災害や、融雪洪水、暴風雪

による建物、施設の被害等に集約されるが、世界でも屈指の豪雪地帯である当市の自然条件にかんが

み、雪害を第２章及び第３章の関係節において具体的な対応策を示す。 

 

(5) 計画の実効性の確保 

防災関係機関等は、本計画上の防災対策の実効性を担保するため、連携して以下のとおり取り組む。 
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ア 過去の災害対応の教訓の共有を図るなど、実践的な訓練や計画的かつ継続的な研修を実施する。 

イ 関係する施設・資機材の整備、物資の備蓄、組織・体制の整備、関係機関との役割分担の確認な

どを平常時から行うよう努める。 

ウ 研修や訓練を通じて非常時の意思疎通に齟齬を来さないよう「顔の見える関係」を構築し信頼関

係を醸成するよう努めるとともに、計画内容への習熟を図る。 

 

(6) 市全体の防災力の向上 

自主防災組織の組織率が向上するよう、様々な機会を捉えての設立依頼や広報を実施し、併せて、

消防団の組織率向上を図るとともに自主防災組織及び消防団の組織力の向上（レベルアップ）に努め

る。また女性の参加はもとより、地域のみならず雇用主等にも働きかけ、地域一丸となっての地域防

災力の向上を図る。 

 

２ 防災関係機関及び住民等の責務 

(1) 十日町市 

市は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、十日町市の地域並びに住民等の生

命、身体及び財産を風水害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、

他の地方公共団体及び住民等の協力を得て防災活動を実施する。 

災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組む。 

男女共同参画の視点からも、平常時及び災害時における男女共同参画担当部局及び男女共同参画セ

ンターの役割について、防災担当部局と男女共同参画担当部局が連携し明確化しておくよう努める。 

 

(2) 十日町地域広域事務組合 

十日町地域広域事務組合は、十日町市、津南町で構成する一部事務組合として、消防組織法（昭和

22年法律第226号）及び消防法（昭和23年法律第186号）に定める消防の任務にあたる。またあらゆる

災害に対処できるよう、組織及び施設の整備拡充を図り、市と連携して防災活動を実施する。 

 

(3) 新潟県 

県は、市町村を包含する広域的地方公共団体として、大規模災害から市の地域並びに地域住民等の

生命、身体及び財産を保護するため以下の対策を講じる。 

ア 政府、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、他の地方公共団体、ＮＰＯ、ボラ

ンティア、企業・団体及び住民の協力を得て防災活動を実施する。 

イ 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組む。 

ウ 災害時対応における女性の視点についての理解が促進されるよう、平常時から防災担当部局と男

女共同参画担当部局が連携し、市町村へ情報提供するなど周知啓発を図る。 

エ 市の防災活動を支援し、かつその調整を行う。 

オ 平常時から自主防災組織やＮＰＯ等のボランティア団体の活動支援やリーダーの育成を図る。 

カ この計画の実効性を高め、災害の軽減を図るための具体的な計画を策定する。 

 

(4) 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、風水害から市の地域並びに地域住民等の生命、身体及び財産を保護するため、

指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、市及び県の

活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置をとる。 

 

 



風水害等対策編 
第1章第2節 

「住民等及び防災関係機関等の責務と 
処理すべき事務又は業務の大綱」 

- 7 - 

(5) 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ自ら防災活動を実

施するとともに、市及び県の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

 

(6) 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図るとともに、災害

時には災害応急措置を実施する。また、市、県その他防災関係機関の防災活動に協力する。 

 

(7) 住民等 

「自らの身の安全は自分で守る。自分たちの地域の安全は自分たちで守る。」ことが防災の基本であ

り、住民等はその自覚を持ち、平素から災害に備えるための手段を講じておくことが重要である。 

住民等は、発災時には自らの身と地域の安全を守るよう行動するとともに、市、県、国その他防災

関係機関の実施する防災活動に参加・協力するとともに積極的に自主防災活動を行うものとする。 

 

３ 各機関の事務又は業務の大綱 

 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

十 日 町 市 

・市防災会議に関すること。 

・公共的団体及び住民の自主防災組織の育成指導に関するこ

と。 

・災害予警報等情報伝達に関すること。 

・被災状況に関する情報収集に関すること。 

・災害広報並びに高齢者等避難の発令、避難指示等に関するこ

と。 

・被災者の救助に関すること。 

・県知事の委任による、災害救助法に基づく被災者救助に関す

ること。 

・災害時の清掃・防疫その他保健衛生の応急措置に関するこ

と。 

・消防活動及び浸水対策活動に関すること。 

・被災児童、生徒等に対する応急の教育に関すること。 

・被災要配慮者に対する相談・援護に関すること。 

・公共土木施設、農地及び農業用施設等に対する応急措置に関

すること。 

・農産物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置に関する

こと。 

・消防、浸水対策、救助その他防災に関する業務施設、設備の

整備に関すること。 

・上下水道等公営事業の災害対策に関すること。 

・ごみ及びし尿等の収集・処分に関すること。 

十日町地域広域事務組合 

（ 消 防 ） 

十日町地域消防本部 

十日町地域消防署 

十日町市消防団 

・消防組織法（昭和22年法律第226号）及び消防法（昭和23年

法律第186号）に基づく消防又は救急救助に関すること。 
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機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

指
定
地
方
行
政
機
関 

北 陸 農 政 局 

・国営農業用施設の整備並びにその防災管理及び災害復旧に関

すること。 

・農地及び農業用施設災害復旧事業の緊急査定に関すること。 

・災害時における応急食糧の緊急引き渡しに関すること。 

十日町労働基準監督署 

・災害時における産業安全に関すること。 

・平時における産業安全及び防災教育並びに予防措置に関する

こと。 

国 土 交 通 省 

信濃川河川事務所 

・河川管理に属する施設の災害防止に関すること。 

・信濃川河川改修、維持修繕及び災害復旧に関すること。 

・信濃川水防警報伝達に関すること。 

国 土 交 通 省 

湯沢砂防事務所 

・国の指定した直轄工事施工域内における砂防業務の実施及び

災害復旧に関すること。 

自 衛 隊 

・防災関係資料の事前収集等と災害派遣準備体制の確立に関す

ること。 

・災害時の人命救助を最優先とした応急救援活動の実施に関す

ること。 

新 
 
 

潟 
 
 

県 

十日町地域振興局地域整備部 

・県災害対策本部との連絡確保に関すること。 

・国県道の交通確保に関すること。 

・水防に関すること。 

・信濃川洪水予報、警報伝達に関すること。 

・水防警報の伝達及び発令、解除に関すること。 

・地すべり防止区域に関すること。 

十日町地域振興局健康福祉部 ・災害時における保健、衛生医療の確保に関すること。 

県立十日町病院 ・災害時における医療の確保及び医療救護に関すること。 

南魚沼地域振興局農林振興部 ・地すべり防止区域に関すること。 

十日町地域振興局農業振興部 
・災害時における農地、農業用施設に係る機能の確保に関する

こと。 

十 日 町 警 察 署 

・避難誘導、被災者の救出その他人命確保に関すること。 

・交通規制、緊急通行車両の確認及び緊急交通路の確保に関す

ること。 

・行方不明者調査及び死体の検視に関すること。 

・犯罪の予防・取締り、混乱の防止その他秩序の維持に必要な

措置に関すること。 

指
定
公
共
機
関 

東日本旅客鉄道㈱ 

新潟支社 

十日町駅 

・災害時における鉄道による緊急輸送の確保及び貨客輸送の円

滑化に関すること。 

東日本電信電話㈱新潟支店 

ソフトバンク㈱ 

㈱ＮＴＴドコモ 

ＫＤＤＩ㈱ 

・電気通信施設の整備及び防災管理に関すること。 

・災害時における緊急通話の確保及び気象警報等の伝達に関す

ること。 

東北電力ネットワーク㈱十日

町営業所 

・電力供給施設の防災管理に関すること。 

・災害時における電力供給の確保に関すること。 
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機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

指

定

地

方

公

共

機

関

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

土地改良区 
・水門、水路、ため池等の施設の整備及びその防災管理並び

に災害復旧に関すること。 

㈱新潟日報社十日町支局 ・災害時における広報活動に関すること。 

㈱エフエムとおかまち 

㈱エフエム雪国 

・気象警報等の放送に関すること。 

・災害時における広報活動に関すること。 

東武運輸新潟㈱十日町支店 ・災害時における陸路による緊急輸送の確保に関すること。 

越後交通㈱十日町営業所 同 上 

北越急行㈱十日町駅 
・災害時における鉄道による緊急輸送の確保及び貨客輸送の

円滑化に関すること。 

そ
の
他
の
公
共
的
団
体
及
び
防
災
上
重
要
な
施
設
の
管
理
者 

十日町商工会議所 

・災害時における物価安定についての協力、徹底に関するこ

と。 

・救助用物資、復旧資材の確保についての協力、斡旋に関す

ること。 

十日町農業協同組合 
・災害時における緊急物資の調達及び救助用物資、資材の確

保、斡旋に関すること。 

(一社)十日町市中魚沼郡医師会 ・災害時における医療救護に関すること。 

医療機関 

・災害時における収容患者に対する医療の確保に関するこ

と。 

・災害時における負傷者等の医療救護に関すること。 

ダム施設の管理者 ・ダム操作等施設の防災管理に関すること。 

危険物関係施設の管理者 
・災害時における危険物の安全措置に関すること。 

・平常時における防災教育の徹底に関すること。 

新潟県災害ボランティア 

調整会議（社会福祉法人新潟県

社会福祉協議会、公益社団法

人、日本青年会議所北陸信越地

区新潟ブロック協議会 、県内

ＮＰＯほか） 

・県災害ボランティア支援センターの設置・運営の支援協力

に関すること。 

・市災害ボランティアセンターの支援に関すること。 

新潟県災害福祉広域支援ネット

ワーク協議会 
・災害福祉支援チームの派遣に関すること。 

その他の運輸事業者 ・災害時における緊急輸送の確保に関すること。 
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第３節 十日町市の自然的条件 

 

１ 地形と地質 

(1) 地理的条件 

十日町市は、新潟県南部に位置し、東は魚沼市、南魚沼市及び湯沢町、西は柏崎市及び上越市、南

は津南町及び長野県栄村、北は長岡市及び小千谷市とそれぞれ接している。 

  【位置・広ぼう】 

面 積 
位 置 広 ぼ う 海 抜 

東 経 北 緯 東 西 南 北 最 高 最 低 

590.39㎢ 138度46分 37度7分 31.4㎞ 41.1㎞ 2,010m 81.6m 

 

(2) 地形と地質 

市の東側には魚沼丘陵が連なり、最南部は上信越高原国立公園の一角を占め、標高2,000ｍ級の山岳

地帯となっている。市の中央部を日本一の大河信濃川が北北東に貫流し、これに沿って、十日町盆地

とともに雄大な河岸段丘が形成されている。市の西側には、東頸城丘陵の山々が連なり、その山間を

北北東に渋海川が流れ、褶曲谷に点在する集落と棚田の美しい農山村の景観を呈している。 

市域の大部分に新生代魚沼層が分布しており、地震や大雨、融雪による土中への水の浸入等により、

地すべりや土砂崩れの発生しやすい箇所が、市内に数多く散在している。 

十日町市には十日町断層帯があり、十日町断層帯西部と十日町断層帯東部に区分される。 

十日町断層帯西部は、小千谷市から十日町を経て津南町にかけて北北東－南南西に延びており、約

33キロメートルの長さを有している。 

十日町断層帯東部は十日町市北部から十日町市南部に至る断層帯で、19キロメートルの長さを有し

ている。 

【十日町断層帯西部・東部】 

 
 

２ 気候・気象 

(1) 気温 

過去10年間（平成23年～令和２年）の平均気温の推移は表のとおりである。 

１月・２月は雪の降る日が多く気温は氷点近くとなり、逆に８月はおおむね25℃前後となっている。 
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  【平均気温の推移】           単位：℃ 

   月 
年 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 平均 

平成23  -1.4 0.8 1.4 6.7 15.4 20.4 25.0 25.2 21.6 14.0 9.5 1.7 11.7 

   24  -1.0 -0.9 2.3 8.2 15.1 19.9 24.6 26.5 23.0 14.8 7.1 1.0 11.7 

   25  -0.8 -0.7 3.2 7.6 15.6 21.2 24.0 25.1 20.8 16.2 7.4 2.3 11.8 

  26  -0.5 -0.3 2.9 9.3 16.0 21.1 23.6 24.2 19.5 14.1 8.9 1.1 11.7 

  27  0.1 0.8 3.6 8.9 17.4 19.8 24.3 24.6 19.2 13.6 9.9 4.2 12.2 

  28  0.7 1.3 4.3 12.0 17.9 20.4 23.8 25.0 21.5 14.6 7.6 3.5 12.7 

  29  0.4 0.5 3.0 9.4 16.6 18.2 24.6 24.7 19.8 14.3 6.4 1.6 11.6 

  30  -0.3 -0.3 4.6 11.5 16.0 20.3 26.5 25.3 20.1 15.0 9.3 3.1 12.6 

令和 1  0.1 1.1 4.2 9.0 16.9 19.6 24.0 26.2 21.8 15.9 8.4 3.7 12.6 

   2  2.7 2.1 5.9 8.3 16.6 21.3 22.4 26.4 22.4 14.1 9.0 2.7 12.8 

平均 0.0 0.4 3.5 9.1 16.4 20.2 24.3 25.3 21.0 14.7 8.4 2.5 12.1 

資料：独立行政法人森林総合研究所十日町試験地 

 

上記期間における最高気温は、平成27年７月13日に36.8℃を、最低気温は平成26年１月15日に   

－9.9℃を記録している。 

 

(2) 降水量 

十日町市の降水量は多く、過去10年間（平成23年～令和２年）の平均で年間2,728.5mmにも達する。

特に豪雪地帯であるため12月～２月の３ヶ月間に年間降水量の約４割が集中している。 

【降水量】                  単位：mm 

月 

 年 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

年 間 
降水量 

平成23  695.0 150.0 275.0 125.0 147.0 217.5 560.0 110.0 227.5 159.5 256.0 458.5 3,381.0 

   24  477.5 364.0 226.0 141.0 102.5 79.0 191.5 49.0 215.5 131.5 321.5 539.1 2,838.1 

  25  411.5 318.5 85.0 165.0 71.0 187.0 239.0 339.5 286.0 256.5 248.0 366.0 2,973.0 

  26  352.5 203.5 284.5 60.5 80.4 104.0 252.0 382.0 88.5 153.5 223.5 746.0 2,930.9 

  27  446.5 313.0 197.5 146.0 77.5 76.5 127.0 144.0 163.5 75.5 226.5 341.0 2,334.5 

  28  300.0 240.5 110.5 132.5 82.0 116.0 190.0 238.0 274.0 99.0 150.0 350.0 2,282.5 

  29  579.0 310.0 162.5 109.5 84.5 94.5 395.0 287.5 166.0 302.5 276.5 348.5 3,116.0 

  30  374.5 261.5 113.0 85.0 184.0 56.5 63.0 325.5 231.5 107.5 132.5 434.5 2,369.0 

令和 1  430.0 157.0 181.0 166.5 111.0 258.5 157.0 224.0 94.0 275.0 150.0 281.0 2,485.0 

   2  292.5 295.5 163.5 188.0 74.0 126.5 359.5 91.0 237.0 95.0 220.0 432.0 2,574.5 

平均 435.9 261.4 179.9 131.9 101.4 131.6 253.4 219.1 198.4 165.6 220.5 429.7 2,728.5 

資料：独立行政法人森林総合研究所十日町試験地 
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(3) 雪 

100年間(1948年～2017年)の年最大積雪深の平均は234cm、年最大積雪深の極は425cm（1945.2.26）、

日最大降雪深は105cm（1976.1.20）となっている。 

また、30年間(1981年～2010年)降雪日数の平均が69日と、２ヶ月以上も雪の降る日があり、根雪期

間の平均日数は117日で、12月から４月までの約４ヶ月間を雪の中で生活しなければならないことは、

十日町市の気候における大変大きな特徴となっている。 

【雪の諸記録】 

区 分 初 雪 終 雪 
根 雪 降 雪 深 積 雪 深 降雪深 

初 日 終 日 期 間 極 起月日 極 起月日 累 計 

 月/日 月/日 月/日 月/日 日 cm 月/日 cm 月/日 cm 

平成４年～５年  11/26 4/10 12/11 4/12 123 53 2/25 172 2/26 841 

５年～６年  11/24 4/ 8 12/15 4/12 119 50 1/19 163 2/25 908 

６年～７年  11/27 4/ 3 12/15 4/16 123 54 1/13 226 2/22 1,133 

７年～８年  11/ 8 4/21 12/ 7 4/27 143 89 2/ 1 277 2/ 2 1,241 

８年～９年  11/13 3/24 12/20 4/ 1 103 52 2/21 155 2/23 764 

９年～10年  12/ 2 4/ 1 1/ 5 4/ 4 90 63 1/21 183 1/29 811 

10年～11年  11/18 4/ 8 12/30 4/16 108 66 2/ 2 235 2/15 1,016 

11年～12年  11/17 3/26 12/ 7 4/16 132 56 3/ 8 216 3/10 1,053 

12年～13年  11/28 3/31 12/12 4/19 129 66 1/15 232 1/17 1,213 

13年～14年  11/27 3/24 12/ 7 4/ 1 116 52 1/28 212 2/15 851 

14年～15年  11/ 5 4/ 9 12/ 9 4/ 7 120 58 1/ 4 147 2/ 1 866 

15年～16年  12/ 4 3/18 12/ 8 4/ 1 116 39 1/23 151 2/ 8 769 

16年～17年  11/16 3/30 12/22 4/27 127 88 1/11 305 2/ 5 1,393 

17年～18年  11/16 4/20 12/ 3 5/ 3 152 88 12/23 313 1/12 1,656 

18年～19年  12/ 2 4/ 5 12/29 3/27 89 38 12/29 81 2/ 3 497 

19年～20年  11/18 3/31 12/31 4/ 9 101 60 12/31 204 2/17,18 961 

20年～21年  11/19 4/ 1 12/26 3/ 9 74 41 2/16 83 1/15 516 

21年～22年  11/12 4/15 12/15 4/18 125 100 1/13 251 1/17 1,097 

22年～23年  12/ 9 3/30 12/24 4/29 127 66 1/19 302 1/31 1,360 

平成23年～24年  11/21 4/ 8 12/7 4/27 133 64 2/ 9 302 2/11 1,512 

24年～25年  11/14 4/22 12/ 7 4/18 139 60 2/21 289 2/25 1,386 

25年～26年  11/11 3/22 12/12 4/11 121 48 1/10 183 3/ 8 1,005 

26年～27年  11/18 3/24 12/5 4/25 142 85 12/14 297 2/10 1,341 

27年～28年  11/27 3/25 12/27 3/27 92 41 12/27 112 3/2 636 

28年～29年  11/9 3/27 12/10 4/14 126 82 1/13 159 3/8 918 

29年～30年  11/16 3/6 12/12 4/6 116 87 12/12 239 2/19 1085 

30年～31年  11/22 4/3 12/9 3/30 112 40 12/27 148 2/14 816 

令和１年～２年  11/29 4/6 1/31 3/3 33 40 2/5 72 2/11 347 

２年～３年  
12/13 3/2 12/14 4/10 118 71 12/15 

1/7 

287 2/19 
1,232 

本表の平均 11/21 4/ 1 12/18 4/10 115 62 1/24 207 2/ 9 1,008 

資料：独立行政法人森林総合研究所十日町試験地 
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【最大積雪深グラフ】 
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(4) 風 

過去10年間（平成23年～令和２年）の十日町市における平均風速と最多風向の推移は表のとおりで

ある。風向は通常気圧配置によって決まるが、地形や河川走行によって変化させられることもあり、

十日町地域の場合もこれに該当し、冬でも南の風が吹くことが多い。 

【平均風速と最多風向の推移】                           風速単位：m/s 

      月 
年 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 平均 

平成 

16 

平均風速 1.1 0.9 0.8 1.3 0.9 0.7 0.8 1.3 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9 

最多風向 南 南 南 南西 南 北 南 南 南 南 南南西 南 南 

17 
平均風速 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.0 0.8 0.7 0.8 0.7 1.1 0.8 0.9 

最多風向 南南西 南 南南西 南南西 北北東 南 南 南 南 南 南南西 南 南 

18 
平均風速 0.6 0.6 0.9 0.9 1.0 1.0 0.6 0.8 0.7 0.7 0.8 1.0 0.8 

最多風向 南 南 南南西 南南西 南 南 北北東 北 南 南 南南西 南南西 南 

19 
平均風速 0.9 1.0 1.2 1.1 1.3 0.9 0.6 0.8 0.8 0.9 1.1 1.1 1.0 

最多風向 南 南 南 南西 南 南 北 南 南 南 南 南 南 

20 
平均風速 0.9 0.9 0.8 1.3 1.4 0.9 0.7 0.9 0.8 0.9 1.1 1.2 1.0 

最多風向 南 南 南 南南西 南 北 南 南 南 南 南南西 南 南 

21 
平均風速 1.0 0.8 1.2 1.3 1.1 0.9 0.7 0.7 1.1 1.4 1.5 1.4 1.1 

最多風向 南 南南西 南 北 南 南 北 北 南 南 南 南南西 南 

22 
平均風速 1.4 1.1 1.3 1.6 1.5 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.4 1.3 1.3 

最多風向 南 南 北 南西 南 西北西 南 南 南南西 南南西 南南西 南 南 

平成 

23 

平均風速 1.1 1.2 1.2 1.3 1.7 1.2 1.3 1.2 1.5 1.3 1.3 1.1 1.3 

最多風向 南 南 南南西 南南西 西北西 南南西 南 南南西 南 南 南西 南 南 

24 
平均風速 0.9 1.2 1.2 1.6 1.6 1.4 1.2 1.4 1.5 1.5 1.6 1.3 1.4 

最多風向 南 南 南 南南西 南 北北東 北西 北西 南 南 南 南 南 

25 
平均風速 1.1 1.2 1.3 1.6 1.7 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.5 1.4 1.4 

最多風向 南 南 西北西 西北西 西北西 北西 南 南 南 南南西 南南西 南 南 

26 
平均風速 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.1 0.8 1.0 1.0 0.9 0.9 1.1 1.0 

最多風向 南 南南西 北 北北東 北北東 北北東 北北東 北東 南南西 北 南 南 北 

27 
平均風速 1.0 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 

最多風向 北西 西北西 北 北 北 北北東 北北東 北西 南東 北北東 北北東 南 北 

28 
平均風速 0.9 0.9 0.9 1.2 1.1 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 1 0.9 

最多風向 南 北北西 北北西 北北東 北北東 北北東 北北東 北 西 北 南南東 南南西 北 

29 
平均風速 1.0 1.2 0.8 1.0 0.9 0.9 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 

最多風向 南南西 南 南 南 北西 北 東 北北東 北 北 南東 南南西 南 

30 
平均風速 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 

最多風向 南 南南西 北 北 北北東 南南東 西南西 北東 北 北北西 南南西 南 北 

令和 

１ 

平均風速 0.9 0.7 0.8 1.0 1.1 0.9 0.7 0.8 0.7 0.8 1.0 1.0 0.9 

最多風向 南南西 南南西 南南西 北北西 北 北 北北西 北 北 北北西 南南西 北西 北 

２ 
平均風速 1.0 1.1 1.2 1.2 1.0 0.9 0.7 0.9 1.1 1.0 1.0 0.9 1.0 

最多風向 南東 南 北北西 南西 北北東 北東 北北東 東北東 北北東 北 南東 南東 北 

資料：十日町地域気象観測所（アメダス）より作成 
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第４節 十日町市の社会的条件 

 

１ 人 口 

 十日町市の人口（平成12年以前の数値は旧十日町市、旧川西町、旧中里村、旧松代町及び旧松之山町の

合算値を使用）は、昭和40年の国勢調査では90,555人であったが、その後減少を続け、令和２年の国勢調

査では49,820人と55年間で40,735人減少している。年齢区分別に令和２年の国勢調査人口を見ると、年少

人口（０歳～14歳）は5,258人、生産年齢人口（15歳～64歳）は24,706人となっている一方、老年人口

（65歳以上）は19,856人となっている。総人口に占める老年人口の割合（昭和40年：8.0％、令和２年：

39.9％）は拡大し続けており、全国平均（令和２年：28.6％）を上回るペースで高齢化が進行している。 

人口減少の主な要因としては、地域内産業の不振等による若者を中心とした生産年齢人口層の転出に加

え、少子化の進行が挙げられる。特に山間地域での人口減少が顕著であり、中には地域コミュニティの維

持が困難な集落も出てきている。また、中心市街地（十日町地域）においても大幅な人口減少が見られ、

市街地の空洞化が進行している。 

【人口・世帯】 

区 分 
昭和 

40 年 

昭和 

45 年 

昭和 

50 年 

昭和 

55 年 

昭和 

60 年 

平成 

２年 

平成 

７年 

平成 

12 年 

平成 

17 年 

平成 

22 年 

平成 

27 年 

令和 

２年 

総 数 90,555 85,365 81,746 78,791 74,620 70,938 67,962 65,033 62,058 58,911 54,917 49,820 

男 43,706 41,256 39,910 38,636 36,567 34,831 33,245 31,769 30,174 28,604 26,642 24,339 

女 46,849 44,109 41,836 40,155 38,053 36,107 34,717 33,264 31,884 30,307 28,275 25,481 

             

十日町地区 15,287 14,599 13,848 12,811 11,946 11,213 10,707 10,015 9,500 9,241 8,960 8,314 

中条地区 9,579 10,527 11,012 11,228 11,126 10,742 10,555 10,303 10,097 9,915 9,482 8,592 

川治地区 7,159 8,146 8,992 9,216 8,964 8,989 8,789 8,684 8,359 8,225 7,729 7,252 

六箇地区 1,293 1,102 998 970 942 864 826 764 647 572 471 430 

吉田地区 4,566 4,163 4,060 3,903 3,740 3,489 3,288 3,092 2,963 2,694 2,534 2,280 

下条地区 4,645 4,399 4,374 4,329 4,292 4,212 4,089 3,961 3,777 3,554 3,282 2,962 

水沢地区 7,047 6,683 6,927 7,098 6,995 6,769 6,474 6,183 5,965 5,683 5,282 4,816 

川西地区 12,197 10,975 10,205 9,883 9,423 8,912 8,524 8,185 7,756 7,220 6,581 5,873 

中里地区 8,341 7,558 7,127 7,057 6,821 6,765 6,602 6,422 6,187 5,692 5,199 4,659 

松代地区 11,332 9,740 8,273 7,114 6,026 5,207 4,690 4,240 3,923 3,573 3,224 2,816 

松之山地区 9,109 7,473 5,930 5,182 4,345 3,776 3,418 3,184 2,884 2,542 2,173 1,826 

             

増 減 数 △6,025 △5,190 △3,619 △2,955 △4,171 △3,682 △2,976 △2,929 △2,975 △3,147 △3,994 △5,097 

増減率(％) △ 6.2 △ 5.7 △ 4.2 △ 3.6 △ 5.3 △ 4.9 △ 4.2 △ 4.3 △ 4.6 △ 5.1 △ 6.8 △ 9.3 

世 帯 数 19,005 19,537 19,979 19,978 19,494 19,208 19,261 19,348 19,207 18,983 18,598 18,012 

※ 平成 12 年以前の数値は、旧市町村の合算値       資料：国勢調査 
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２ 土地の利用状況 

十日町市の総面積は589.92k㎡であり、平成22年国勢調査によると人口集中地域は4.12k㎡である。そこ

に全市民の約３割に当たる１万８千人が住み、産業活動の中心となっている。別表の地目別面積の推移が

示すとおり山林やその他の占める割合が大きい。宅地の割合はわずかであるが、宅地造成等の開発により

年々増加傾向にある。 

  【地目別面積】                        単位：k㎡ （各年１月１日現在） 

年   次 総面積 田 畑 宅 地 山 林 原 野 その他 

平成２年 591.30 64.83 25.47 10.21 246.61 19.33 224.85 

平成７年 592.07 63.36 24.42 10.72 239.74 18.40 235.43 

平成12年 592.07 61.04 23.12 11.05 239.97 18.27 238.62 

平成17年 589.92 62.60 23.35 11.98 248.87 20.15 222.97 

平成22年 589.92 63.28 22.72 11.97 175.93 20.29 294.69 

平成27年 590.39 62.71 22.04 12.49 175.05 21.27 294.70 

令和２年 590.39 60.44 21.73 12.64 170.65 22.01 300.80 

 ※ 平成12年以前は旧市町村合計。総面積は国土地理院による。          資料：税務課 

 【土地利用の規制状況】                                        （令和３年４月１日現在） 

区    分 面 積（k㎡） 
市域面積に占める 

割合（％） 
地域内の割合（％） 

都 市 計 画 区 域 195.45 33.1 100.0 

内

訳 

用 途 指 定 地 域 6.40 1.1 3.3 

そ の 他 の 地 域 189.05 32.0 96.7 

農 業 振 興 地 域 465.17 78.8 100.0 

内

訳 

農 用 地 区 域 103.54 17.5 22.3 

そ の 他 の 区 域 361.63 61.3 77.7 

森 林 区 域 394.13 66.8 100.0 

内 

訳 

地域森林計画対象民有地 317.52 53.8 80.6 

国  有  林 76.62 13.0 19.4 

（都市計画課、農林課調べ）  

 

３ 産 業 

十日町市の産業は、古くから織物業と農業が地域経済を支えてきたが、昭和50年代から60年代にかけて

は精密機械や電気関連産業を中心とした進出企業が経済発展の一翼を担ってきた。近年は、情報サ－ビス

業やリサイクル業等、新たな産業の成長が目立ってきている。 

 

４ 防災をめぐる社会構造の変化と対応 

(1) 過疎化の進行に伴い、人口の拡散及び孤立予想集落の増加がみられる。 

市街地開発事業等による災害に強い都市構造の形成を図るとともに、集落移転等も考慮しながら

孤立予想集落の安全を確保し、市域全体の安全対策に包括的に取り組む必要がある。 

 

(2) 高齢者（とりわけ独居老人及び老人のみ世帯）、障がい者、外国人等いわゆる要配慮者の増加がみら

れる。 
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これについては、防災知識の普及、災害時の情報提供、避難誘導、救助・救護対策等防災の様々

な場面において、要配慮者に配慮したきめ細かな対策を、他の福祉施設との整合を図りながら行う

必要がある。この一貫として、要配慮者関連の施設が災害の危険性の低い場所に立地するよう誘導

するとともに、災害に対する安全性の向上を図る必要がある。また、平常時から要配慮者の所在等

を把握し、発災後には迅速に避難誘導・安否確認等を行えるようにする必要がある。 

 

(3) ライフライン、コンピュータ、情報通信ネットワーク、交通ネットワーク等への依存度の増加がみら

れるが、これらの災害発生時の被害は、日常生活、産業活動に深刻な影響をもたらす。 

このため、これらの施設の耐震化を進めるとともに、補完的機能の充実が必要である。 

 

(4) 住民意識及び生活環境として、近隣扶助の意識の低下がみられる。 

このため、地域コミュニティ、自主防災組織等の強化とともに、多くの住民参加による定期的な

防災訓練の実施や防災意識の徹底等を図る必要がある。 

 

(5) 地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため、防

災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画を拡大し、男女共同参画の視点を

取り入れた防災体制を確立する必要がある。 
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第５節 十日町市の既往の主な災害 

 

十日町市では明治以降だけでも大火、雪害、水害等に何度か見舞われている。住宅や生活様式の変化及び

常備消防等の整備により、大火の発生は近年みられない。また、雪害や水害は例年のように起きており、平

成17年、平成18年と豪雪が続き、特に平成18年豪雪は災害救助法が適用となっており、５名の犠牲者も出て

いる。また、平成23年から25年にかけても災害救助法を適用する豪雪となった。 

水害では平成23年7月に発生した新潟・福島豪雨により、２名が犠牲になり最大266人が避難所へ避難した。

河川の氾濫による家屋流出、浸水被害が発生し、土砂崩れ、道路決壊により一時36の集落が孤立した。 

 

１ 雪 害 

【旧十日町市】 

○５６豪雪 

昭和55年12月から昭和56年４月にかけて、降雪日数は84日と平年よりやや多い程度であったが、

昭和56年１月２日から１月30日までの29日間の連続降雪の積算値は937cmを記録し、観測史上第２位

を記録するまれにみる豪雪であった。 

最大降雪深        374cm（昭和56年１月23日） 

降雪深の累計  1,797cm 

＜対  策＞・豪雪対策本部設置期間  昭和56年１月５日～５月31日 

・新潟県災害救助条例及び十日町市災害救助条例適用 

昭和56年１月11日～１月20日、75世帯適用 

・災害救助法適用 

昭和56年１月14日～２月13日、207世帯適用 

・避難命令 12世帯  ・避難勧告  １世帯 

＜被害状況＞・人的被害   死者 １人、重傷 ６人、軽傷 ５人 

・家屋被害   床上浸水８棟、 床下浸水33棟 

・農林水産被害 農産物等 323,196千円、施設 143,100千円 

○５９豪雪 

昭和58年11月から昭和59年５月にかけて、降雪のあった期間が異常に長く、降雪日数は108日で歴

代第１位、降雪累計は第２位の豪雪であった。 

最大降雪深    367cm（昭和59年３月１日） 

降雪深の累計  1,957cm 

＜対  策＞・豪雪対策本部設置期間  昭和59年２月７日～５月21日 

・新潟県災害救助条例及び十日町市災害救助条例適用 

昭和59年２月６日～２月７日午後３時、30世帯適用 

・災害救助法適用 

昭和59年２月７日午後３時～３月17日、349世帯適用 

・避難勧告 15世帯 

＜被害状況＞・人的被害   死者 ４人、重傷 ６人、軽傷 ５人 

・家屋被害   床下浸水 14棟、非住家 ３棟 

・土木施設被害 道路 43箇所、河川 ２箇所、橋梁 １箇所 

・農林水産被害 農産物等 33,333千円、施設 301,000千円 

・公共施設被害 文教 10,525千円、水道 4,140千円、清掃   130千円 

○なだれ災害 

昭和61年１月27日午後７時頃、願入地内通称大峰山南側斜面において、幅約100ｍ、長さ約70～80

ｍ、厚さ約3.5ｍ、約21,000㎥の全層雪崩が発生し、牛舎が全壊した。 

＜被害状況＞・家屋被害   全壊 １棟（木造２階建 牛舎） 
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・家畜被害   へい死 ９頭、傷害 ４頭 被害額 6,500千円 

・被害額計   13,030千円 

 

【旧川西町】 

○５６豪雪 

最大降雪深        387cm（昭和56年１月22日 十日町地域消防署西分署） 

448cm（昭和56年１月22日 旧白倉小学校） 

455cm（昭和56年１月22日 旧高倉小学校） 

降雪深の累計  2,397cm 

＜対  策＞・豪雪対策本部設置期間  昭和56年１月５日～１月12日 

・豪雪災害対策本部設置  昭和56年１月13日～ 

・県災害救助条例適用   昭和56年１月11日～１月21日 

・避難勧告 １世帯 

＜被害状況＞・人的被害   死者 ３人 

○５９豪雪 

最大降雪深    420cm（昭和59年３月８日 十日町地域消防署西分署） 

460cm（昭和59年３月８日 旧白倉小学校） 

＜対  策＞・豪雪対策本部設置   昭和59年１月18日～ 

・県災害救助条例適用  昭和59年１月28日～  22世帯適用 

・災害救助法適用    昭和59年２月７日～ 

・避難勧告 １世帯 

 

【旧中里村】 

○５６豪雪 

最大積雪深    407cm（昭和56年１月30日 旧中里村役場） 

降雪深の累計  2,314cm 

＜対  策＞・豪雪対策本部設置  昭和56年１月７日～ 

・災害救助法適用   昭和56年１月11日～２月２日 

＜被害状況＞・家屋被害  旅館兼住宅  全壊 １棟 

○５９豪雪 

最大積雪深    320cm（昭和59年２月11日 旧中里村役場） 

600cm（昭和59年３月13日 旧清津峡小学校土倉分校） 

＜対  策＞・豪雪対策本部設置  昭和59年１月18日～ 

・災害救助法適用   昭和59年１月28日～ 

＜被  害＞・人的被害  ※死者 ５人、重傷 １人 

※昭和59年２月９日旧中里村清津峡温泉の雪崩で５名が死亡 

・家屋被害  全壊 ２棟 一部損壊 ６棟 

・避難勧告  小出地区 ３世帯  角間地区 ２世帯 

清津峡温泉地区 ５世帯  田代地区 １世帯 

 

【旧松代町】 

○５６豪雪 

最大積雪深    469cm（昭和56年１月28日） 

降雪深の累計  2,222cm 

＜対  策＞・豪雪対策本部設置  昭和56年１月６日～ 

・災害救助法適用   昭和56年１月14日～ 

○５９豪雪 

最大積雪深    520cm（昭和59年３月８日） 
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＜対  策＞・豪雪対策本部設置期間  昭和59年１月25日～５月19日 

・災害救助法適用     昭和59年２月７日～２月16日 

＜被害状況＞・人的被害   １人 

・家屋被害   一部損壊１棟 

○なだれ災害 

・昭和42年1月4日峠集落字石原にてなだれが発生し、２名が死亡 

・昭和45年12月20日下山集落字坂の下にてなだれが発生し、１名が死亡 

・昭和61年1月25日町道孟地荒瀬線（孟地地内）にてなだれが発生し、１名が死亡 

 

【旧松之山町】 

○５６豪雪 

最大積雪深    460cm（昭和56年１月30日） 

降雪深の累計  2,758cm 

＜対  策＞・豪雪対策本部設置期間  昭和56年１月７日～２月９日 

・県災害救助条例適用   昭和56年１月11日～１月19日 

・災害救助法適用     昭和56年１月20日～２月９日 

＜被害状況＞・家屋被害   一部損壊 32棟、床上浸水 ３棟、床下浸水 ９棟 

・農林水産被害 農産物等 15,780千円 

○５９豪雪 

最大積雪深    559cm（昭和59年３月１日） 

＜対  策＞・県災害救助条例適用  昭和59年１月28日～２月６日 

・災害救助法適用    昭和58年２月７日～３月17日 

＜被害状況＞・人的被害   軽傷 １人 

・家屋被害   一部損壊 ２棟 

 

【十日町市（平成17年４月１日合併後）】 

○平成18年豪雪 

＜対  策＞・雪害（現地）対策本部設置期間 平成17年12月14日～12月26日 

・豪雪（現地）対策本部設置期間 平成17年12月26日～平成18年１月５日 

・豪雪災害（現地）対策本部設置期間 平成18年１月５日～５月15日 

・清津川支流一級河川大松沢川土砂災害現地対策本部 

平成18年４月24日～５月15日 

・十日町市災害救助条例、新潟県災害救助条例適用 

平成18年１月５日～５月15日 

・災害救助法適用        平成18年１月６日～３月25日 

・自主避難   西方地区 ３世帯６人 田麦地区 １世帯３人 

＜被  害＞・人的被害   死者 ５人、重傷 15人、軽傷 26人 

・家屋被害   一部損壊 ９棟 床上浸水 １棟 床下浸水 ８棟 

・非家屋被害  全壊 18棟 半壊 ２棟 一部損壊 38棟  

床上浸水 １棟 

・なだれが市内各所で発生し、１人が巻き込まれて死亡。市内15箇所で全面交通止

め等の規制がなされた。 

・停   電  14,129戸（12月11日から４月４日の間） 

・農業施設被害 格納庫全壊  ５棟 酪農施設損壊 ３件 

養豚施設損壊 ６件 養殖施設損壊 ２件 

栽培施設損壊 11件 
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○平成23年豪雪 

＜対  策＞・雪害対策本部設置期間 平成23年１月20日～１月27日 

・豪雪対策本部設置期間 平成23年１月27日～１月31日 

・豪雪災害対策本部設置期間 平成23年１月31日～２月16日 

・豪雪対策本部設置期間 平成23年２月16日～５月26日 

・十日町市災害救助条例、新潟県災害救助条例適用 

松之山        平成23年１月28日～５月26日 

十日町・中里・松代  平成23年１月30日～５月26日 

・災害救助法適用 

川西        １月27日～２月15日 

川西以外の区域   １月31日～２月15日 

＜被  害＞・人的被害   死者 ２人、重傷 26人、軽傷 13人 

・家屋被害   半壊 １棟、一部損壊、６棟、床下浸水 ６棟 

・非住家被害  全壊 11棟、半壊 １棟、一部損壊 12棟  

○平成24年豪雪 

＜対  策＞・雪害対策本部設置期間 平成24年１月16日～１月27日 

・豪雪対策本部設置期間 平成24年１月27日～１月31日 

・豪雪災害対策本部設置期間 平成24年１月31日～２月17日 

・豪雪対策本部設置期間 平成24年２月16日～５月10日 

・災害救助法適用 

松代         平成24年１月28日～２月16日 

その他の区域     平成24年１月31日～２月16日 

＜被  害＞・人的被害   死者 ４人、重傷 ５人、軽傷 31人 

・家屋被害   一部損壊 ５棟、床下浸水 １棟 

・非住家被害  全壊 ５棟、一部損壊 ２棟  

○平成25年豪雪 

＜対  策＞・豪雪対策本部設置期間 平成25年２月22日 

・豪雪災害対策本部設置期間 平成25年２月22日～３月４日 

・豪雪対策本部設置期間 平成25年３月４日～５月７日 

・災害救助法適用    平成25年２月22日～３月３日 

＜被  害＞・人的被害   死者 １人、重傷 ８人、軽傷 17人 

・家屋被害   半壊 １棟 

・非住家被害  全壊 ２棟、一部損壊 １棟  

○平成27年豪雪 

＜対  策＞・豪雪対策本部設置 平成27年２月22日～３月３日（豪雪対策本部のみ設置） 

・災害救助法適用 

川西、中里、松之山地域 平成27年２月12日～２月21日 

十日町市、松代地域   平成27年２月14日～２月23日 

＜被  害＞・人的被害   死者 ３人、重傷 24人、軽傷 11人 

・非住家被害  全壊 ５棟、一部損壊 ４棟 

○平成30年豪雪 

＜対  策＞・災害救助法適用   平成30年２月14日～２月23日 

＜被  害＞・人的被害   死者 ４人、重傷 ７人、軽傷 91人 

・非住家被害  全壊 １棟 

○令和３年豪雪 

＜対  策＞・大雪警戒本部設置 令和３年１月２日～１月７日、２月１日～４月30日 

・豪雪災害対策本部設置期間 令和３年１月10日～１月31日 
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・災害救助法適用    令和３年１月10日～１月31日 

＜被  害＞・人的被害   死者 １人、重傷 10人、軽傷 29人 

・家屋被害   一部損壊 25棟、床上浸水 ２棟、床下浸水 ２棟 

・非住家被害  全壊 16棟、半壊 ３棟、一部損壊 25棟 

 

２ 水 害 

【旧十日町市】 

昭和58年、台風第10号により長野県下に豪雨があり、信濃川が増水した。十日町では９月28日に24

時間雨量が107.0mmを記録し、信濃川の水位は９月29日午前11時に121.76ｍの最高水位（氾濫注意水

位は120.50ｍ）を記録し、高山・小黒沢・城之古の各堤防が欠損し水防活動中の消防団員１名が流さ

れ死亡した。 

＜被害状況＞・人的被害   死者 １名、軽傷 ２名 

・農林水産被害 1,533千円（田、畑への浸水 ６ha） 

・公共施設被害 農業施設  64,000千円、土木施設 8,500千円 

運動施設   6,490千円 

※上記、水害の水位は、十日町市字小島丑1,687番地先にあった建設省水位観測所の観測値 

 

【旧川西町】 

平成７年７月11日の早朝から降り始めた雨は12日まで断続的に降り続き、12日午前11時から正午ま

での１時間雨量は26mmを記録し、同日午後９時までの40時間累計雨量は川西ダムで221.5mmを記録した。 

＜対  策＞・災害対策本部設置期間  平成７年７月12日～７月25日 

・避難勧告 ３世帯11人 

＜被害状況＞・家屋被害 住宅半壊 １棟 床下浸水 13棟、非家屋 ３棟 

・土木施設被害 道路 136箇所 

・農林水産被害 水田流失・埋没 12ha、浸水 15ha, 

農道被害 315ｍ、水路被害 13,415ｍ 

 

【旧松代町】 

平成７年７月11日の早朝から降り始めた雨は12日まで断続的に降り続き、降り始めからの24時間雨

量は225mmを記録した。 

＜対  策＞・災害対策本部設置  平成７年７月12日～ 

・避難勧告 21世帯92人 

＜被害状況＞・家屋被害 住宅全壊 １棟 非家屋全壊 ２棟 

・土木施設被害 道路 103箇所 393,960千円 

・農林水産被害 農地 88箇所、農道 69箇所、水路 ５箇所、ため池 ５箇所 

林道 ４路線 140,000千円 

・作物被害   水稲 15ha 4,840千円、葉たばこ 2.7ha 1,100千円 

 

【十日町市（平成17年４月１日合併後）】 

○平成23年７月新潟・福島豪雨 

平成23年７月27日の15：00から降り始めた雨は30日まで断続的に降り続き、市内における最大雨

量は565mm、1時間あたりの最大雨量は121mmを記録した。 

＜対  策＞・災害対策本部設置期間  平成23年７月29日～平成26年３月７日 

・避難勧告 153世帯443人 

＜被害状況＞・人的被害 死者 １名、行方不明者 １名、軽傷 ３名 

・家屋被害 全壊 ９棟、大規模半壊 ４棟、半壊 37棟、一部損壊 363棟 

・床上浸水（家屋のみ） 120棟、床下浸水（非家屋床上・下含む） 724棟 
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・非家屋被害 全壊 6棟、半壊 10棟、一部損壊 103棟 

・土木施設被害 道路（国道市道）交通規制 ４箇所  

道路（国県道）7路線（10箇所）、市道全面通行止 12路線 

・農林水産被害 農地 3,576箇所、堤・ため池 90箇所、 

農道被害 1,010箇所、水路被害 707箇所、林道 149箇所 

 

○令和元年10月台風19号 

令和元年10月12日の14：52、大雨（土砂災害）洪水警報発表、12日から13日までの降り始めから

の累計雨量118mm（十日町地域振興局）を記録。 

＜被害状況＞・土木施設被害 道路（市道）交通規制 102箇所  

・農林水産被害 農地用水路閉塞 ８箇所 

 

３ 土砂・地すべり災害 

【旧十日町市】 

○二ツ屋地すべり災害（融雪水による土砂崩壊） 

昭和55年４月７日午前10時30分頃、二ツ屋地内で土砂くずれが発生し、約２時間半にわたって

4,500㎥の土砂が流出して、下を流れる幅４ｍの羽根川を埋め、約半分の2,000㎥の土砂は対岸の田

を越え幅員６ｍの県道にまで達した。さらに、午後７時30分頃再び約10,000㎥の土砂がくずれ落ち、

人家一戸が全壊した。 

＜対  策＞ 十日町市災害救助条例適用  昭和55年４月８日～４月16日、４世帯適用 

＜被害状況＞・家屋被害   全壊２棟 

・公共施設被害 道路 11,000千円 

・農林水産被害 農産 25,000千円 

 

【十日町市（平成17年４月１日合併後）】 

○天水越地すべり災害 

平成17年８月15日から降り出した豪雨により、翌16日午前10時30分頃に天水越で、75,000㎥の土

砂が流出し、人家１棟が全壊した。また、下を流れる一級河川越道川を堰き止めた。土石流発生の

危険性があるため、下流の96世帯310人に避難勧告を発令した。 

＜対  策＞ ８.15豪雨十日町市災害対策本部及び松之山現地災害対策本部の設置 

・設置期間 平成17年８月16日～平成18年６月30日 

・避難勧告 平成17年８月16日午前11時  96世帯 310人 

平成17年８月16日午後６時  34世帯 114人継続 

（８月21日正午解除） 

・避難指示 平成17年８月16日午後６時  ２世帯 ６人 

（８月21日正午解除） 

・避難者数 ６日間延べ850人 

・住宅被害 全壊１棟 １世帯３人 


